
公共下水道接続のための資金補助及び貸付公共下水道接続のための資金補助及び貸付

水洗化の改造工事に対する補助水洗化の改造工事に対する補助

公共下水道への接続工事の資金貸付公共下水道への接続工事の資金貸付

　雨水・井戸水（地下水）等、水道水以外をトイレ等に使用し下水道へ排水する場合、下水道使用料を公平に

負担していただくため、那覇市下水道条例により、事前に上下水道局への認定申請が必要となります。

　くみ取り便所や、浄化槽式便所を廃止して公共下水道へ接続する工事費用について、下記の条件を満たす場

合は、上下水道局からその資金の補助、貸付を受けることができます。

◎１年間のくみ取り回数にもよりますが、一般的にくみ取り費用よりも下水道使用料が安価になっております。

・現在お支払いの下水道使用料に、水道水以外の排水量分が加算されます。

・排水量を測定する私設メーターの設置（設置者負担）が必要となります。

・隔月ごとの私設メーターの指数報告（e-mail,fax,郵送等）をしていただく必要があります。

・測定機器（メーター）は計量法に基づく検定有効期限が８年と定められており、検定期限内、

または故障時に設置者負担により交換していただく必要があります。

・年１回または必要に応じ、上下水道局が私設メーターの指数確認、設置状況を現地調査します。

　台風などで停電すると、ポンプを使用している建物（主にアパート・マンション等）はポンプが停止

し、高置水槽（屋上タンク）へ水を汲み上げることができず断水することがあります。電気が復旧したの

に断水している場合は、まずポンプの電源がOFFになっていないかご確認をお願い致します。電源を入

れても稼動しない場合は、ポンプの故障が考えられますので専門業者へご相談ください。

　また、強風が原因で給水管が破損したことによる宅地内の漏水や断水を修理する場合は給水装置工

事指定店(本誌裏表紙に掲載)へ依頼してください。

※この制度のご利用にあたっては、費用対効果を十分見極めたうえで決めてください。

※無届で水道水以外を下水道へ排水した場合、法令により罰則の対象となります。

※上下水道局の配水施設や庁舎は停電時にも対応できるように自家発電設備を備えて災害に対応しています。

【お問い合わせ】　お客様センター　ＴＥＬ：９４１‒７８０４・９４１‒７８３４

台風時の停電による断水や強風による宅地内漏水台風時の停電による断水や強風による宅地内漏水

【お問い合わせ】　配水管理課　ＴＥＬ：９４１‒７８０５

給水装置の配置例

　生活扶助世帯のくみ取り便所や、浄化槽式便所を改造して公共下水道へ接続する場合は、工事の

全額を補助します。

　 生活扶助世帯補助（持家）１

　重度の障がい者世帯のくみ取り便所や、浄化槽式便所を改造して公共下水道へ接続する場合は、

工事費の25万円以内で補助します。

　 障がい者世帯補助（持家）２

　建物が道路より低い位置にあり、汚水ポンプを使用しなければ公共下水道へ接続できない場合、

ポンプ設置工事費の５分の３の額で30万円以内を補助します。

　 低地帯建物の下水道接続補助（持家）３

・１設備につき40万円以内。

・共同住宅（同一所有者）は100万円以内。

※無利子40回以内の毎月均等払い。

１　 貸付金額・償還方法

貸付の対象者：建物の所有者及び所有者の承諾を得た建物の使用者（借家人）

借受人の要件：所得額50万円以上～1,000万円以下の方

　　　　　　 共同住宅の場合は、所得額100万円以上～1,250万円以下の方。

２　 借受人

連帯保証人が、１人必要です。

連帯保証人の要件：①同居人以外であること。②沖縄県本島内に住所を有していること。

　　　　　　　　 ③所得額が100万円以上であること。

３　 連帯保証人

　低所得世帯のくみ取り便所や、浄化槽式便所を改造して公共下水道へ接続する場合は、工事費の

補助をします。

・年間所得が50万円未満の世帯員のみの場合は、工事費の30万円以内。

・年間所得が50万円以上100万円未満の世帯員がいる場合は、工事費の３分の１の額で15万円以内。

※ただし、１～４の補助はいずれも新築工事は該当しません。

４　 低所得世帯補助（持家）

【お問い合わせ】　料金サービス課 排水設備係　ＴＥＬ：９４１‒７８１０

このあたりの設備をチェックしましょう！

高置水槽（屋上タンク）

電動ブレーカー

ポンプ受水槽

６５ 熱中症にならないため水分補給をしましょう！




